4月から実施される改正項目
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自転車運転にも青切符!！


道路交通法に違反する自転車運転で、交通事故の原因となるような、歩行者や
他の車両にとって危険性•迷惑性が高い悪質•危険な違反であったときは、
指導警告を超えて青切符により検挙されますので、安全運転に努め、充分に注
意してください。

	信号無視
6,000円 
点滅信号を無視した場合
5,000円
	一時不停止 
5,000円
	右側通行 
6,000円

	携帯電話使用等
	遮断踏切
	制動装置

	(保持)
	立入り
	(ブレーキ)不良

	12,000円
	7,000 円
	5,000円


※これらは一部の例です


自転車でも交通違反の取締りが厳しくなっています。業務中の自転車事故により被害が発生した場合、当社が損害を負担するのみならず、事故を起こした社員も法的な責任（損害賠償責任）を負うことになります。
自転車運転には、より一層の注意をお願いします[image: QR コード  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
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